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医政発０６１４第６号 

平成２９年６月１４日 

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

「医療法等の一部を改正する法律」の公布について（通知） 

 
 

 医療法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 57 号。以下「改正法」という。）に

ついては、本日公布され、順次施行することとされたところです。 

 改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、十分御了知の上、管内市町村（特

別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に周知をお願い致します。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

   安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病

院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定め

のない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講ずること。 

 

第２ 改正法の主な内容 

 １ 医療法（昭和 23年法律第 205号）の一部改正 

(1) 検体検査の精度の確保に関する事項 

ア 病院、診療所又は助産所（以下「病院等」という。）の管理者は、当該病院等

において、臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）第２条に規定

する検体検査（以下「検体検査」という。）の業務を行う場合は、検体検査の業

務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項

を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に

適合させなければならないものとすること。（第 15条の２関係） 

イ 病院等の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者

に委託しなければならないものとすること。（第 15条の３第１項関係） 

① 臨床検査技師等に関する法律第 20 条の３第１項の登録を受けた衛生検査所

の開設者 

② 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を

行う者であって、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、

検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必
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要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 

(2) 特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化に関する事項 

ア 特定機能病院と称することについての厚生労働大臣の承認を受ける要件に、医

療の高度の安全を確保する能力を有することを追加すること。（第４条の２第１

項関係） 

イ 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該開設者と

厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる

者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて、特定機能病院

の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を当該

特定機能病院の管理者として選任しなければならないものとすること。（第 10条

の２関係） 

ウ 特定機能病院の管理者が行わなければならない事項に、医療の高度の安全を確

保することを追加するとともに、特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理

及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う

場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者並びに当該特定機能

病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他の者をもって構成する

合議体の決議に基づいて行わなければならないものとすること。（第 16条の３第

１項及び第２項関係） 

エ 特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院

の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めると

ころにより、次に掲げる措置その他厚生労働省令で定める措置を講じなければな

らないものとすること。（第 19条の２関係） 

① 当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らか

にすること。 

② 医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。 

③ 当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該

開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能

病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体

制を整備すること。 

(3) 医療に関する広告規制の見直しに関する事項 

ア 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他

いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手

段としての表示（以下単に「広告」という。）をする場合には、虚偽の広告をし

てはならないものとすること。（第６条の５第１項関係） 

イ アの場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害すること

がないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準その他厚生労働省令で定め

る基準に適合するものでなければならないものとすること。（第６条の５第２項

関係） 

① 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 

② 誇大な広告をしないこと。 
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③ 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 

ウ アの場合において、医師又は歯科医師である旨、診療科名等の第６条の５第３

項各号に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適

切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除

いては、同項各号に掲げる事項以外の広告をしてはならないものとすること。（第

６条の５第３項関係） 

エ 助産師の業務又は助産所に関しても、アからウまでと同様の規定を設けること。

（第６条の７関係） 

(4) 妊婦又は産婦の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項 

ア 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦又は産婦（以下「妊婦等」

という。）の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならないものと

すること。（第 19条第２項関係） 

イ 助産所の管理者（出張のみによってその業務に従事する助産師にあっては当該

助産師）は、妊婦等の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、当該妊婦等の助産及び

保健指導に関する方針、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住

所及び連絡先等を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切

な説明が行われるようにしなければならないものとすること。（第６条の４の２

第１項関係） 

(5) 医療機関の開設者に対する監督に関する事項 

ア 都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長（以下「都道府県知事等」という。）

は、病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、

又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、医療法の施行に必

要な限度において、当該職員に、当該病院等の開設者の事務所その他当該病院等

の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることが

できるものとすること。（第 25条第２項関係） 

イ 都道府県知事等は、病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、

又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、医療法の施行に必要な限度に

おいて、当該病院等の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきこと

を命ずることができるものとすること。（第 24条の２第１項関係） 

ウ 病院等の開設者がイによる命令に従わないときは、都道府県知事等は、当該開

設者に対し、期間を定めて、その開設する病院等の業務の全部又は一部の停止を

命ずることができるものとすること。（第 24条の２第２項関係） 

 

２ 臨床検査技師等に関する法律の一部改正 

(1) 臨床検査技師が業として行う検体検査を、人体から排出され、又は採取された検

体の検査として厚生労働省令で定めるものとすること。（第２条関係） 

(2) 都道府県知事は、衛生検査所の登録に当たっては、検体検査の精度の確保の方法

その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基
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準に適合しないと認めるときは、登録をしてはならないものとすること。（第 20条

の３第２項関係） 

 

３ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平

成 18年法律第 84号）の一部改正 

(1) 厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に

関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32年９月 30日まで延長すること。

（附則第 10条の３第５項関係） 

(2) (1)の認定の要件に、持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人が、

その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し

特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合す

るものであることを追加すること。（附則第 10条の３第４項関係） 

(3) (2)が施行された日以後に持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法

人が(1)の認定を受けた場合には、その認定は当該医療法人が持分の定めのない医療

法人になった日から６年を経過したときに効力を失うものとすること。（附則第 10

条の６関係） 

(4) 政府は、(2)が施行された日以後に移行計画の認定を受けた医療法人に対し、当該

医療法人の移行が完了した日から６年を経過する日までの間、移行後の当該医療法

人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を

行うよう努めることとし、当該医療法人は、その間運営の状況について厚生労働大

臣に報告しなければならないものとすること。（附則第 10 条の７及び第 10 条の８

関係） 

 

４ 施行期日等 

(1) 施行期日 

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める

日から施行するものとすること。（附則第１条関係） 

① ３の(1) 公布の日（平成 29年６月 14日） 

② １の(4)及び３の(2)から(4)まで 平成 29年 10月１日 

③ １の(1)及び２ 公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において

政令で定める日 

(2) 検討規定 

政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の規定による改正後の規

定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第９条関係） 

(3) 経過措置等 

この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について

所要の改正を行うものとすること。（附則第２条から第８条まで及び第 10条から第

13条まで関係） 
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め
の
手
段
と
し
て
の
表
示
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
広
告
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
は
、
虚
偽
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
広
告
の
内
容
及
び
方
法
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

二

誇
大
な
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

三

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
内
容
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
が
さ
れ
て
も
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る

医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
旨

二

診
療
科
名

三

当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る
事
項
並
び
に
当
該
病
院
又
は
診

療
所
の
管
理
者
の
氏
名

四

診
療
日
若
し
く
は
診
療
時
間
又
は
予
約
に
よ
る
診
療
の
実
施
の
有
無

五

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
一
定
の
医
療
を
担
う
も
の
と
し
て
指
定
を
受
け
た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
医
師

若
し
く
は
歯
科
医
師
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
（
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
を
い
う
。
第
三

十
条
の
四
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
参
加
病
院
等
（
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
参
加
病
院

等
を
い
う
。）で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

七

入
院
設
備
の
有
無
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
種
別
ご
と
の
数
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関

す
る
事
項

八

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
医
療
従
事
者
の
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
役
職
、
略
歴
そ

の
他
の
当
該
医
療
従
事
者
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に

資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

九

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措
置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
又

は
運
営
に
関
す
る
事
項

十

紹
介
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
の
名
称
、
こ
れ
ら
の
者
と
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
の
間
に
お
け
る
施
設
、
設
備

又
は
器
具
の
共
同
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

十
一

診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情
報
の
提
供
、
第
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面

の
交
付
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

十
二

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
医
療
の
内
容
に
関
す
る
事
項
（
検
査
、
手
術
そ
の
他
の
治

療
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

十
三

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
患
者
の
平
均
的
な
入
院
日
数
、
平
均
的
な
外
来
患
者
又
は
入
院
患
者
の

数
そ
の
他
の
医
療
の
提
供
の
結
果
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な

選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

十
四

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
又
は
同

項
第
八
号
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
案
の
作
成
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医

療
に
関
す
る
専
門
的
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
立
案
又
は
作
成
を
す
る
た
め
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団

体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
六
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
を
広

告
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
」
に
、「
氏
名
を
」
を
「
氏
名
に
つ
い
て
」
に
、「
広
告
し
な
け
れ
ば
」
を
「
広

告
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
の
七

何
人
も
、
助
産
師
の
業
務
又
は
助
産
所
に
関
し
て
、文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、

広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
虚
偽
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
広
告
の
内
容
及
び
方
法
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

他
の
助
産
所
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

二

誇
大
な
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

三

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
内
容
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
が
さ
れ
て
も
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る

医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

助
産
師
で
あ
る
旨

二

当
該
助
産
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る
事
項
並
び
に
当
該
助
産
所
の
管
理
者
の
氏

名
三

就
業
の
日
時
又
は
予
約
に
よ
る
業
務
の
実
施
の
有
無

四

入
所
施
設
の
有
無
若
し
く
は
そ
の
定
員
、
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け

る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関
す
る
事
項

五

当
該
助
産
所
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
の
氏
名
、
年
齢
、
役
職
、
略
歴
そ
の
他
の
助
産
師
に
関
す

る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の

六

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措
置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
管
理
又
は
運
営
に

関
す
る
事
項

七

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
嘱
託
す
る
医
師
の
氏
名
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該

助
産
所
の
業
務
に
係
る
連
携
に
関
す
る
事
項

八

助
産
録
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

九

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、「
前
条
各
項
」
を「
前
条
」

に
、「
行
つ
た
」
を
「
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の

五
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
、「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、「
行
つ
た
」
を
「
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
せ
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
そ
の
他
の
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び

運
営
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
に
関
し
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
管
理
者
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
の
選
任
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定

機
能
病
院
の
開
設
者
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
構
成
員
に
含
む
管
理
者
と

な
る
者
を
選
考
す
る
た
め
の
合
議
体
を
設
置
し
、
そ
の
審
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
そ
の
病
院
」
を
「
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の
責
務
を
果
た
せ
る
よ
う
、
当
該
病
院
」

に
、「
そ
の
業
務
遂
行
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
よ
う
」
を
「
そ
の
他
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ

き
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
者
は
、」の
下
に
「
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の
責
務
を
果
た
せ
る
よ
う
、

当
該
」
を
加
え
、「
そ
の
業
務
遂
行
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
」
を
「
そ
の
他
当
該
助
産
所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、」に

改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
管
理
者
は
」
の
下
に
「
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
検
体
検
査
の
業
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者

二

病
院
又
は
診
療
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
つ

て
、
そ
の
者
が
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
施
設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法

そ
の
他
の
事
項
が
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の

第
十
五
条
の
二
を
第
十
五
条
の
三
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
二

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
に
お
い
て
、
臨
床

検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
検
体
検
査
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。）の
業
務
を
行
う
場
合
は
、
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
施

設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
を
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な

実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

医
療
の
高
度
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
三
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
管
理
者
並

び
に
当
該
特
定
機
能
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
看
護
師
そ
の
他
の
者
を
も
つ
て
構
成
す

る
合
議
体
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
中
「
開
設
者
」
を
「
そ
の
開
設
者
」
に
改
め
る
。

（
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章
の
二

衛
生
検
査
所
（
第
二
十
条
の
三

第
二
十
条
の
九
）」を
「
第
五
章

衛
生
検
査
所
（
第

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
条

二
十
条
の
三

第
二
十
条
の
九
）

の
十
）

」に
、「
第
五
章
」
を
「
第
七
章
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
微
生
物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学
的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検
査
、
生

化
学
的
検
査
」
を
「
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
の
検
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
（
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
除
く
。

第
二
十
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
検
体
検
査
」
に
、「
政
令
の
」
を
「
政
令
で
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
第
七
章
と
す
る
。

第
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
に
つ
い
て
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
」

を
「
検
体
検
査
」
に
改
め
、「
診
療
所
」
の
下
に
「
、
助
産
所
」
を
加
え
、「
厚
生
労
働
省
令
の
」
を
「
厚
生
労
働
省
令

で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
組
織
」
の
下
に
「
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
」
を
加
え
、「
第
二
条

に
規
定
す
る
検
査
の
業
務
（
以
下
「
検
査
業
務
」
と
い
う
。）」
を
「
検
体
検
査
の
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第

三
号
中
「
検
査
業
務
」
を
「
検
体
検
査
の
業
務
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
四
第
三
項
中
「
管
理
組
織
」
の
下
に
「
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
」
を
加
え
、
同
条
第
四

項
中
「
検
査
業
務
」
を
「
検
体
検
査
の
業
務
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
六
中
「
検
査
業
務
」
を
「
検
体
検
査
の
業
務
」
に
、「
又
は
管
理
組
織
」
を
「
、
管
理
組
織
又
は
検
体

検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
七
中
「
管
理
組
織
」
の
下
に
「
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管

理
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
が
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
当
該
管
理
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二

医
療
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
監
査
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

三

当
該
管
理
者
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
開
設
者
に
よ
る
当

該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
当
該
管
理
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
の
適
切
な
遂
行
に
必
要

な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
（
第
二
十
三
条
の
二
又
は
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助

産
所
の
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
開
設
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、当
該
開
設
者
に
対
し
、

期
間
を
定
め
て
、
そ
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
」
を
加
え
、「
又
は

助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
」
に
、「
又
は
管
理
者
」
を
「
若
し
く
は
管
理
者
」
に
、「
命
ず
る
」
を
「
命
じ
、
又

は
当
該
職
員
に
、
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
の
事
務
所
そ
の
他
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く

は
助
産
所
の
運
営
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
開
設
者
」
を
「
そ
の
開
設
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
開
設
者
」
を
「
又
は
そ
の
開
設
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
四
条
第

一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を

「
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
六
条
の
三
第
一

項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
及
び
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
八
十
七
条
第
一
号
中
「
第
六
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
六
条
の
五
第
一
項
」
に
、「
第
六
条
の
七
第
二
項
」を「
第

六
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
号
中
「
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。
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第
四
章
の
二
を
第
五
章
と
し
、
同
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

雑
則

（
経
過
措
置
）

第
二
十
条
の
十

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、そ
の
命
令
で
、

そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

当
該
申
請
に
係
る
経
過
措
置
医
療
法
人
が
、
そ
の
運
営
に
関
し
、
社
員
、
理
事
、
監
事
、
使
用
人
そ
の
他
の

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
関
係
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
三
第
五
項
中
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
六
中
「
な
っ
た
」
の
下
に
「
日
か
ら
六
年
を
経
過
し
た
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
条
の
七
中
「
達
成
」
の
下
に
「
及
び
移
行
後
の
新
医
療
法
人
の
運
営
の
安
定
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
条
の
八
中
「
実
施
状
況
」
の
下
に
「
及
び
当
該
認
定
医
療
法
人
の
運
営
の
状
況
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
四
条
中
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則

第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
条
の
三
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
三
条
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
及
び
第
四
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
八

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日

三

第
二
条
中
医
療
法
第
十
五
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
同
法
第
十
五
条
の
三
と
し
、
同
法
第
十
五
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
医
療
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
号
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
六

条
の
四
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に

お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
、
第
二
号
新
医
療
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所

の
管
理
者
が
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
「
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
五
第
二
項
第
四
号
若

し
く
は
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
の
立
案
又
は
同
項
第
八
号
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
五

条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で

き
る
。

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
（
次
項
及
び
附
則
第
六
条
第
二
項
に

お
い
て
「
旧
医
療
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
は
、
新
医
療
法
第
六
条
の

六
第
一
項
の
許
可
と
み
な
す
。

２

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
医
療
法
第
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
の
中
止
又
は
そ
の
内
容
の
是
正
の
命
令

（
当
該
中
止
又
は
是
正
の
期
限
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
新
医
療
法
第
六
条
の
八
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
広
告
の
中
止
又
は
そ
の
内
容
の
是
正
の
命
令
と
み
な
す
。

第
五
条

新
医
療
法
第
十
条
の
二
の
規
定
は
、医
療
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
が
、

施
行
日
以
後
に
、
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
を
選
任
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
六
条

新
医
療
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て

「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
行
う
新
医
療
法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
検
体
検
査（
同
項
に
お
い
て「
新

検
体
検
査
」
と
い
う
。）の
業
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

新
医
療
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
に
委
託
す
る
新
検
体
検
査
の
業
務
に
つ
い
て

適
用
し
、
第
三
号
施
行
日
前
に
旧
医
療
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は

採
取
さ
れ
た
検
体
の
微
生
物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学
的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検
査

又
は
生
化
学
的
検
査
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
十
八
年
改
正
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
（
第
二
号
施
行
日
前
認
定
（
第
二
号
施
行
日
前
に
さ
れ
た
平
成
十
八
年
改

正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
受
け
た
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
次
項
並
び
に
次
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
第
二
号
施
行
日
前
認
定
移
行
計
画
（
第
二
号
施
行
日
前
認
定
に
係
る
移

行
計
画
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
計
画
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。）を
い
う
。
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
変
更
に
つ
い
て
第
二
号
施
行
日
以
後
に
厚
生
労
働

大
臣
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
お
け
る
同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、「
前
条
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。）」
と
す
る
。

２

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年
改
正
法
（
次
条

第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
平
成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
条
の
六
か
ら
第
十
条
の
八
ま
で
の

規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
六
か
ら
第
十
条
の
八
ま

で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
八
条

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、
第
二
号
施
行
日
前
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
第
二
号
施
行
日
前

認
定
移
行
計
画
に
記
載
さ
れ
た
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
移
行
の
期
限
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
移
行
期
限
」
と
い
う
。）ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
は
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
当
該
移
行
期
限
ま

で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
新
平

成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中「
第
一
項
の
認
定
の
日
」

と
あ
る
の
は
、「
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
第
二
号
施
行
日
前
認
定
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

２

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
例
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
第
二
号
施
行
日
前
認
定
医

療
法
人
が
受
け
た
第
二
号
施
行
日
前
認
定
（
第
二
号
施
行
日
前
認
定
移
行
計
画
に
係
る
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第

十
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
含
む
。）は
、
当
該
特
例
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
そ
の
効
力
を
失
う
。

３

特
例
認
定
に
係
る
移
行
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項

の
認
定
を
行
う
場
合
に
お
け
る
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
の
認
定
の
日
」
と
あ
る
の
は
、「
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
号
施
行
日
前
認
定
を
受
け

た
日
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
九
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の

状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
百
条
第
五
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
六
条
の

五
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
六
条
の
五
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、「
、
歯
科
医
師
」
と
あ
り
、」の
下
に
「
並
び
に
」

を
加
え
、
同
条
第
七
項
の
表
第
八
十
七
条
第
一
号
の
項
中
「
第
六
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
六
条
の
五
第
一
項
」
に

改
め
、
同
表
第
八
十
九
条
第
一
号
の
項
中
「
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
を
削
る
。
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（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
五
項
中
「
第
六
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
条
の
五
第
三
項
」
に
、「
を
広
告
す
る
」
を「
の
広
告（
同

法
第
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
広
告
を
い
う
。）を
す
る
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前

に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過

措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久





医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
施
行
】

1

○

医
療
法
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
・
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

5

○

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

18

○

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関

係
）
【
公
布
日
施
行
・
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
施
行
】

22

○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

24

○

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

26
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○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

第
二
章

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

第
一
節

医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
六
条
の
二
―
第
六
条
の
四

第
一
節

医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
六
条
の
二
―
第
六
条
の
四

の
二
）

）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
三
章
～
第
九
章

（
略
）

第
三
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

第
五
条

公
衆
又
は
特
定
多
数
人
の
た
め
往
診
の
み
に
よ
つ
て
診
療
に
従
事
す

第
五
条

公
衆
又
は
特
定
多
数
人
の
た
め
往
診
の
み
に
よ
つ
て
診
療
に
従
事
す

る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す

る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す

る
助
産
師
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
四
の
二
、
第
六
条
の
五
又
は
第
六
条
の

る
助
産
師
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
五
又
は
第
六
条
の
七
、
第
八
条
及
び
第

七
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
住
所
を

九
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
住
所
を
も
つ
て
診
療
所
又
は

も
つ
て
診
療
所
又
は
助
産
所
と
み
な
す
。

助
産
所
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

病
院
等
の
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、

３

病
院
等
の
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
四
の
二

用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ

と
が
で
き
る
。
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り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

第
六
条
の
四

（
略
）

第
六
条
の
四

（
略
）

２

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、

２

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、

前
項
の
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

前
項
の
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令

、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

第
六
条
の
四
の
二

助
産
所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従

（
新
設
）

事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
妊
婦
等

」
と
い
う
。
）
の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
に
よ
り

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
へ
の

交
付
及
び
そ
の
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

妊
婦
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
の
氏
名

三

当
該
妊
婦
等
の
助
産
及
び
保
健
指
導
に
関
す
る
方
針

四

当
該
助
産
所
の
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

五

当
該
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
、
住
所
及

び
連
絡
先

六

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
の

書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
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る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
五

医
業
若
し
く
は
歯
科
医
業
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
関
し

第
六
条
の
五

医
業
若
し
く
は
歯
科
医
業
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
関
し

て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ

て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ

る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情
報
の
提
供
、
第
六

十

診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情
報
の
提
供
、
前
条

条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療

第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お

所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

十
一
～
十
三

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
六
条
の
七

助
産
師
の
業
務
又
は
助
産
所
に
関
し
て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か

第
六
条
の
七

助
産
師
の
業
務
又
は
助
産
所
に
関
し
て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か

な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ

な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ

れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
嘱
託
す
る
医
師
の
氏
名
又
は
病
院
若
し

七

第
十
九
条
に
規
定
す
る
嘱
託
す
る
医
師
の
氏
名
又
は
病
院
若
し
く
は
診

く
は
診
療
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
業
務
に
係
る
連
携
に
関
す

療
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
業
務
に
係
る
連
携
に
関
す
る
事
項

る
事
項

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２
・
３
（
略
）

２
・
３
（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
は
、
妊
婦
等
の
助
産

（
新
設
）

を
行
う
こ
と
を
約
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



- 4 -

第
八
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

第
八
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
四
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
三
第
三

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
四
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
三
第
三

項
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

項
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
一

十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
、
第
二

十
一
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は

十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
二

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号

第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号

、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定

又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

に
違
反
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○

医
療
法
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
・
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
条
の
二

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
厚

第
四
条
の
二

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
特
定
機
能
病
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
特
定
機
能
病
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
療
の
高
度
の
安
全
を
確
保
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
条
の
五

何
人
も
、
医
業
若
し
く
は
歯
科
医
業
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療

第
六
条
の
五

医
業
若
し
く
は
歯
科
医
業
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
関
し

所
に
関
し
て
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
広
告
そ
の

て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ

他
の
医
療
を
受
け
る
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
表
示
（
以
下
こ

る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
節
に
お
い
て
単
に
「
広
告
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
虚
偽
の
広

一

医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
旨

告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

診
療
科
名

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る

三

病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る

適
切
な
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
広
告
の
内
容
及
び
方
法
が
、

事
項
並
び
に
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
氏
名

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

診
療
日
若
し
く
は
診
療
時
間
又
は
予
約
に
よ
る
診
療
の
実
施
の
有
無

一

他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨
の
広
告
を
し
な
い

五

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
一
定
の
医
療
を
担
う
も
の
と
し
て
指
定
を
受
け

こ
と
。

た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
で
あ
る
場
合
に

二

誇
大
な
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

は
、
そ
の
旨

三

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
内
容
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

五
の
二

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
（
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

四

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
を
い
う
。
第
三
十
条
の
四
第
十
項
に
お
い
て
同

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

じ
。
）
の
参
加
病
院
等
（
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
参

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
が

加
病
院
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
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さ
れ
て
も
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ

六

入
院
設
備
の
有
無
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
種
別
ご
と
の

れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
い

数
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
そ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関

一

医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
旨

す
る
事
項

二

診
療
科
名

七

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
医
療
従
事
者
の
氏

三

当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示

名
、
年
齢
、
性
別
、
役
職
、
略
歴
そ
の
他
の
当
該
医
療
従
事
者
に
関
す
る

す
る
事
項
並
び
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
氏
名

事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に

四

診
療
日
若
し
く
は
診
療
時
間
又
は
予
約
に
よ
る
診
療
の
実
施
の
有
無

資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

五

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
一
定
の
医
療
を
担
う
も
の
と
し
て
指
定
を
受
け

八

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措

た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
で
あ
る
場
合
に

置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

は
、
そ
の
旨

い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
又

六

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
（
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

は
運
営
に
関
す
る
事
項

医
療
連
携
推
進
法
人
を
い
う
。
第
三
十
条
の
四
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。

九

紹
介
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
そ
の
他

）
の
参
加
病
院
等
（
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
参
加
病

の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
の
名
称

院
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

、
こ
れ
ら
の
者
と
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
の
間
に
お
け
る
施
設
、
設
備

七

入
院
設
備
の
有
無
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
種
別
ご
と
の

又
は
器
具
の
共
同
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
保
健

数
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
そ

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
関
す
る

の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関

事
項

す
る
事
項

十

診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情
報
の
提
供
、
第
六

八

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
医
療
従
事
者
の
氏

条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療

名
、
年
齢
、
性
別
、
役
職
、
略
歴
そ
の
他
の
当
該
医
療
従
事
者
に
関
す
る

所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に

十
一

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
医
療
の
内
容
に
関
す

資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

る
事
項
（
検
査
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
医
療
を
受

九

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措

け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
又

十
二

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
患
者
の
平
均
的
な
入
院
日
数
、
平

は
運
営
に
関
す
る
事
項

均
的
な
外
来
患
者
又
は
入
院
患
者
の
数
そ
の
他
の
医
療
の
提
供
の
結
果
に

十

紹
介
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
そ
の
他

関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
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の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
の
名
称

選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

、
こ
れ
ら
の
者
と
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
の
間
に
お
け
る
施
設
、
設
備

十
三

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

又
は
器
具
の
共
同
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
保
健

臣
が
定
め
る
事
項

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
関
す
る

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
に
関
す
る
専
門
的
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
前

事
項

項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
案
並
び
に

十
一

診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情
報
の
提
供
、
第

第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
の
案
を
作
成
す
る
た
め
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経

六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
当
該
病
院
又
は
診

験
者
の
団
体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容

十
二

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
医
療
の
内
容
に
関
す

が
虚
偽
に
わ
た
つ
て
は
な
ら
な
い
。

る
事
項
（
検
査
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
医
療
を
受

４

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
方

け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

法
が
、
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
三

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
患
者
の
平
均
的
な
入
院
日
数
、
平

均
的
な
外
来
患
者
又
は
入
院
患
者
の
数
そ
の
他
の
医
療
の
提
供
の
結
果
に

関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な

選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

十
四

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
事
項

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
の

制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
又
は
同
項
第
八
号
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
案
の
作
成
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
療

に
関
す
る
専
門
的
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
立
案
又
は
作
成
を
す
る
た
め
、

診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
六

前
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
診
療
科
名
は
、
医
業
及
び

第
六
条
の
六

前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
診
療
科
名
は
、
医
業
及
び

歯
科
医
業
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
診
療
科
名
並
び
に
当
該
診
療
科
名
以
外
の

歯
科
医
業
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
診
療
科
名
並
び
に
当
該
診
療
科
名
以
外
の

診
療
科
名
で
あ
つ
て
当
該
診
療
に
従
事
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
厚
生
労

診
療
科
名
で
あ
つ
て
当
該
診
療
に
従
事
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
厚
生
労

働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
診
療
科
名
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
診
療
科
名
を
広
告
す
る
と
き
は
、
当

き
は
、
当
該
診
療
科
名
に
つ
き
許
可
を
受
け
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
氏
名

該
診
療
科
名
に
つ
き
許
可
を
受
け
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
氏
名
を
、
併
せ

に
つ
い
て
、
併
せ
て
広
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
広
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
七

何
人
も
、
助
産
師
の
業
務
又
は
助
産
所
に
関
し
て
、
文
書
そ
の

第
六
条
の
七

助
産
師
の
業
務
又
は
助
産
所
に
関
し
て
は
、
文
書
そ
の
他
い
か

他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
虚
偽
の
広

な
る
方
法
に
よ
る
を
問
わ
ず
、
何
人
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
ほ
か
、
こ

告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

れ
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る

一

助
産
師
で
あ
る
旨

適
切
な
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
広
告
の
内
容
及
び
方
法
が
、

二

助
産
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る
事
項
並
び

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
助
産
所
の
管
理
者
の
氏
名

一

他
の
助
産
所
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

三

就
業
の
日
時
又
は
予
約
に
よ
る
業
務
の
実
施
の
有
無

二

誇
大
な
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

四

入
所
施
設
の
有
無
若
し
く
は
そ
の
定
員
、
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
の

三

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
内
容
の
広
告
を
し
な
い
こ
と
。

員
数
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関
す

四

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生

る
事
項

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

五

当
該
助
産
所
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
の
氏
名
、
年
齢
、
役

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
が

職
、
略
歴
そ
の
他
の
助
産
師
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者

さ
れ
て
も
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ

に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
い

臣
が
定
め
る
も
の

て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措

一

助
産
師
で
あ
る
旨

置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

二

当
該
助
産
所
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る
事
項

い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
管
理
又
は
運
営
に

並
び
に
当
該
助
産
所
の
管
理
者
の
氏
名

関
す
る
事
項

三

就
業
の
日
時
又
は
予
約
に
よ
る
業
務
の
実
施
の
有
無

七

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
嘱
託
す
る
医
師
の
氏
名
又
は
病
院
若
し

四

入
所
施
設
の
有
無
若
し
く
は
そ
の
定
員
、
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
の

く
は
診
療
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
業
務
に
係
る
連
携
に
関
す

員
数
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関
す

る
事
項

る
事
項

八

助
産
録
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け
る
医
療
に

五

当
該
助
産
所
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
の
氏
名
、
年
齢
、
役

関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項
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職
、
略
歴
そ
の
他
の
助
産
師
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
者

九

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

が
定
め
る
事
項

臣
が
定
め
る
も
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
が

六

患
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
医
療
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
の
措

虚
偽
に
わ
た
つ
て
は
な
ら
な
い
。

置
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
方

い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
管
理
又
は
運
営
に

法
が
、
助
産
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
関
し
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働

関
す
る
事
項

省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
嘱
託
す
る
医
師
の
氏
名
又
は
病
院
若
し

く
は
診
療
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
の
業
務
に
係
る
連
携
に
関
す

る
事
項

八

助
産
録
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
当
該
助
産
所
に
お
け
る
医
療
に

関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

九

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
事
項

第
六
条
の
八

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区

第
六
条
の
八

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区

の
区
長
は
、
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療

の
区
長
は
、
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療

所
若
し
く
は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
が
第
六
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

所
若
し
く
は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
が
第
六
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
若
し

で
又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

く
は
第
四
項
又
は
前
条
各
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

当
該
広
告
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、

め
る
と
き
は
、
当
該
広
告
を
行
つ
た
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
又

当
該
広
告
を
し
た
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
広
告
に
関
す
る
文
書
そ

は
当
該
職
員
に
、
当
該
広
告
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
広

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は

２

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は

、
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く

、
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く

は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
が
第
六
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前

は
助
産
所
に
関
す
る
広
告
が
第
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
前

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は

、
当
該
広
告
を
し
た
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
広
告
を
中
止
し
、

、
当
該
広
告
を
行
つ
た
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
広
告
を
中
止
し

又
は
そ
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
又
は
そ
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
七
条

病
院
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
七
条

病
院
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
（

第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
（

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。

以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
い
う
。
）
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二

以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
い
う
。
）
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を

十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を

受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命

受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命

令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た

令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た

者
に
限
る
。
以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
い
う
。
）
で
な
い
者

者
に
限
る
。
以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
い
う
。
）
で
な
い
者

が
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
助
産
師
（
保
健
師
助
産
師
看

が
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
助
産
師
（
保
健
師
助
産
師
看

護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規

護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項

定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
八
条
及
び
第

の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
八
条
及
び
第

十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
者
が
助
産
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と

十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
者
が
助
産
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、
そ

き
は
、
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

の
開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
八

い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
八

条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条

条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条

、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で

、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
同

の
規
定
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
十
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
せ

（
新
設
）

る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
六
条
の
三
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
そ
の
他
の
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運

営
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
に
関
し
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
管
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理
者
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
の
選
任
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
と
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
構
成
員
に
含
む
管
理
者
と
な

る
者
を
選
考
す
る
た
め
の
合
議
体
を
設
置
し
、
そ
の
審
査
の
結
果
を
踏
ま
え

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の

第
十
五
条

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務

責
務
を
果
た
せ
る
よ
う
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科

す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ
の
業
務

医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ
の
他
当
該
病
院
又
は
診
療

遂
行
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
よ
う
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の
責
務
を
果
た
せ
る

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
助
産
所
に
勤
務
す
る
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
を

よ
う
、
当
該
助
産
所
に
勤
務
す
る
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ

監
督
し
、
そ
の
業
務
遂
行
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば

の
他
当
該
助
産
所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
五
条
の
二

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
、
診

（
新
設
）

療
所
又
は
助
産
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
検
体
検
査
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
場

合
は
、
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
施
設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検

査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
を
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実

施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
三

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
検
体
検
査
の
業

第
十
五
条
の
二

（
新
設
）

務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受

け
た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者

二

病
院
又
は
診
療
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
検

体
検
査
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
検
体
検
査
の
業
務
を
行

う
施
設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ

の
他
の
事
項
が
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

２

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所

、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
う
ち
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師

の
業
務
の
う
ち
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
診
療
若
し
く
は
助
産
師
の
業

の
診
療
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
若
し
く
は
じ
よ

務
又
は
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
若
し
く
は
じ
よ
く
婦
の
入
院
若
し
く
は
入
所
に

く
婦
の
入
院
若
し
く
は
入
所
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
政
令
で

著
し
い
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
委
託
し
よ
う
と

定
め
る
も
の
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助

す
る
と
き
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
種
類
に
応
じ
、

産
所
の
業
務
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
と

当
該
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
委
託
し
な
け
れ
ば

基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
三

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と

第
十
六
条
の
三

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
療
の
高
度
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五
～
八

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す

（
新
設
）

る
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う

場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
管
理
者
並
び

に
当
該
特
定
機
能
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
看
護

師
そ
の
他
の
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
合
議
体
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

（
略
）

２

（
略
）

第
十
八
条

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
開
設
者
は
、
厚
生
労
働
省

第
十
八
条

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
開
設
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
都
道
府
県
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地

定
め
る
基
準
に
従
い
都
道
府
県
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

り
、
専
属
の
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
又
は
診

専
属
の
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
又
は
診
療
所

療
所
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

第
十
九
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理

（
新
設
）

者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
が
適
切
に

遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
当
該
管
理
者
が
有
す

る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二

医
療
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
監
査
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

三

当
該
管
理
者
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
、
当
該
開
設
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
監
督
に

係
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

四

そ
の
他
当
該
管
理
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に

関
す
る
業
務
の
適
切
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
措
置

第
二
十
四
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の

（
新
設
）

業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
運
営
が
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著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
（
第
二
十
三
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め

て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
開
設
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
都
道

府
県
知
事
は
、
当
該
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
開
設
す
る
病

院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は

２

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は

、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
づ

、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を

く
処
分
に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を

欠
く
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

欠
く
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の

お
い
て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理

開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ

件
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
又
は
当
該
職
員
に
、
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
の

事
務
所
そ
の
他
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
に
関
係
の
あ

る
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
立
入
検
査
に

５

第
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
及
び
第
三
項
の
立
入
検
査
に
つ
い

つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
各
項
の
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
各
項
の
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
に

第
二
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
に

、
犯
罪
若
し
く
は
医
事
に
関
す
る
不
正
行
為
が
あ
り
、
又
は
そ
の
者
が
管
理

、
犯
罪
若
し
く
は
医
事
に
関
す
る
不
正
行
為
が
あ
り
、
又
は
そ
の
者
が
管
理

を
な
す
の
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を

を
な
す
の
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め

定
め
て
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

第
二
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り
消

に
お
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り
消

し
、
又
は
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ

し
、
又
は
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が

と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

開
設
者
が
第
六
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条

三

開
設
者
が
第
六
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規

の
二
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し
た
と

定
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
特
定
機
能
病
院
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
特
定
機
能
病
院
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
が
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又

二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
が
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

た
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
が
第
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

四

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
が
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

定
に
違
反
し
た
と
き
。

た
と
き
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

第
三
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号

第
三
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号

）
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
弁
明
の
機
会
の

）
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
弁
明
の
機
会
の

付
与
又
は
聴
聞
を
行
わ
な
い
で
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、

付
与
又
は
聴
聞
を
行
わ
な
い
で
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、

第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
し
た
後
三
日
以
内
に

分
を
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
し
た
後
三
日
以
内
に
、
当
該
処
分
を
受
け

、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
対
し
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
わ
な
け
れ
ば

た
者
に
対
し
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
ら
な
い
。

第
七
十
四
条

第
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、

第
七
十
四
条

第
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並

第
二
十
四
条
の
二
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
保

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
権

健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と

限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
国
民
の
健
康
を
守
る
た
め
緊
急

さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
国
民
の
健
康
を
守
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
厚

の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働

生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別

知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
が
行
う
も

区
の
区
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
中
都
道
府
県
知
事

定
中
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長

、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
関
す
る
規
定
（
当

に
関
す
る
規
定
（
当
該
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣

該
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
関
す
る
規
定
と
し

に
関
す
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

て
厚
生
労
働
大
臣
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
八
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

第
八
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
六
条
の
五
第
一
項
、
第
六
条
の
六
第
四
項
、
第
六
条
の
七
第
一
項
又

一

第
六
条
の
五
第
三
項
、
第
六
条
の
六
第
四
項
、
第
六
条
の
七
第
二
項
又

は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
八
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

第
八
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
四
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
三
第
三

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
四
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
三
第
三

項
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、

項
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

第
十
二
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
一

項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
、
第
二

第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第

十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
二

二
十
二
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
号
若

第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
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し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項

二

第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
出
を
怠
り
、
若
し
く

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
出
を
怠
り
、
若
し
く

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

三

（
略
）

三

（
略
）
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○

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

衛
生
検
査
所
（
第
二
十
条
の
三
―
第
二
十
条
の
九
）

第
四
章
の
二

衛
生
検
査
所
（
第
二
十
条
の
三
―
第
二
十
条
の
九
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
条
の
十
）

第
七
章

罰
則
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を

受
け
て
、
臨
床
検
査
技
師
の
名
称
を
用
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示

受
け
て
、
臨
床
検
査
技
師
の
名
称
を
用
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示

の
下
に
、
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
の
検
査
と
し
て
厚

の
下
に
、
微
生
物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
生

的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検
査
、
生
化
学
的
検
査
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
十
五
条

試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
受

第
十
五
条

試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

二

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
医
学
、
歯
学
、
獣
医
学
又
は
薬
学

八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
医
学
、
歯
学
、
獣
医
学
又
は
薬
学

の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
そ
の
他
検
体
検
査
に
必
要
な
知
識

の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
そ
の
他
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査

及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

（
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
除
く
。
第
二
十
条
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り
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら

の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の

れ
る
者
で
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以

上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

第
五
章

衛
生
検
査
所

第
四
章
の
二

衛
生
検
査
所

（
登
録
）

（
登
録
）

第
二
十
条
の
三

衛
生
検
査
所
（
検
体
検
査
を
業
と
し
て
行
う
場
所
（
病
院
、

第
二
十
条
の
三

衛
生
検
査
所
（
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検

診
療
所
、
助
産
所
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
内
の
場
所
を
除
く
。

体
に
つ
い
て
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
を
業
と
し
て
行
う
場
所
（
病
院
、
診

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査

療
所
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
内
の
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。

所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
衛
生
検
査

以
下
同
じ
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又

、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
衛
生
検
査
所
の
所
在
地

は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の

の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。
）
の
申
請

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。
）
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
、

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
、

管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
が
検
体
検
査

管
理
組
織
そ
の
他
の
事
項
が
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
の
業
務
（
以
下
「
検

の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

査
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
厚
生
労
働
省
令
で
定

合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
請
者
が
第
二
十
条
の
七
の
規
定
に

め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
請
者
が
第
二
十
条

よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も

の
七
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

登
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

登
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

検
体
検
査
の
業
務
の
内
容

三

検
査
業
務
の
内
容

（
登
録
の
変
更
等
）

（
登
録
の
変
更
等
）
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第
二
十
条
の
四

（
略
）

第
二
十
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
を
廃
止
し

３

登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
を
廃
止
し

、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
衛
生
検
査
所
を
再
開
し
た
と
き
、
又
は
前

、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
衛
生
検
査
所
を
再
開
し
た
と
き
、
又
は
前

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
衛
生
検
査
所
の
名
称
、
構
造
設

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
衛
生
検
査
所
の
名
称
、
構
造
設

備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

備
、
管
理
組
織
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は

で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
衛
生
検
査
所

、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
衛
生
検
査
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

衛
生
検
査
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所

４

衛
生
検
査
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所

の
検
体
検
査
の
業
務
の
管
理
を
行
う
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
に
検
体
検
査

の
検
査
業
務
の
管
理
を
行
う
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
に
検
体
検
査
用
放
射

用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

性
同
位
元
素
を
備
え
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
衛
生
検

衛
生
検
査
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
）

（
指
示
）

第
二
十
条
の
六

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
検
体
検

第
二
十
条
の
六

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
検
査
業

査
の
業
務
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
医
療
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を

務
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
医
療
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
阻
害
す

阻
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
そ
の
構
造
設
備
、
管

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
そ
の
構
造
設
備
又
は
管
理
組

理
組
織
又
は
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
指
示

織
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
二
十
条
の
七

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
構
造
設

第
二
十
条
の
七

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
構
造
設

備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
が
第
二

備
、
管
理
組
織
そ
の
他
の
事
項
が
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た

で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
登
録
を
受
け
た
衛
生
検

と
き
、
又
は
登
録
を
受
け
た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者
が
第
二
十
条
の
四
第
一

査
所
の
開
設
者
が
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
変
更
を
受

項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
変
更
を
受
け
な
い
と
き
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
の

け
な
い
と
き
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
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部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
経
過
措
置
）

第
二
十
条
の
十

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す

（
新
設
）

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的

に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
章

罰
則

第
五
章

罰
則
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○

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
公
布
日

施
行
・
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
移
行
計
画
の
認
定
）

（
移
行
計
画
の
認
定
）

第
十
条
の
三

経
過
措
置
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、
新
医
療
法
人
へ
の
移
行
を
し

第
十
条
の
三

経
過
措
置
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、
新
医
療
法
人
へ
の
移
行
を
し

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
移
行
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
移
行
計
画
」
と

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
移
行
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
移
行
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
移
行
計

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
移
行
計

画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
移
行
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め

そ
の
移
行
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
申
請
に
係
る
経
過
措
置
医
療
法
人
が
、
そ
の
運
営
に
関
し
、
社
員

（
新
設
）

、
理
事
、
監
事
、
使
用
人
そ
の
他
の
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
関
係
者

に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

第
一
項
の
認
定
は
、
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
行
う

５

第
一
項
の
認
定
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を

こ
と
が
で
き
る
。

推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
失
効
）

（
認
定
の
失
効
）
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第
十
条
の
六

認
定
医
療
法
人
が
新
医
療
法
人
に
な
っ
た
日
か
ら
六
年
を
経
過

第
十
条
の
六

認
定
医
療
法
人
が
新
医
療
法
人
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
認
定

し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
医
療
法
人
が
受
け
た
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の

医
療
法
人
が
受
け
た
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
（
附
則
第
十
条
の
四

認
定
（
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
効
力
を
失

第
一
項
の
認
定
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

う
。

（
援
助
）

（
援
助
）

第
十
条
の
七

政
府
は
、
認
定
医
療
法
人
に
対
し
、
認
定
移
行
計
画
の
達
成
及

第
十
条
の
七

政
府
は
、
認
定
医
療
法
人
に
対
し
、
認
定
移
行
計
画
の
達
成
の

び
移
行
後
の
新
医
療
法
人
の
運
営
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
助
言
、
指
導
、

た
め
に
必
要
な
助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を

資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

。（
報
告
）

（
報
告
）

第
十
条
の
八

認
定
医
療
法
人
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

第
十
条
の
八

認
定
医
療
法
人
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
認
定
移
行
計
画
の
実
施
状
況
及
び
当
該
認
定
医
療
法
人
の
運
営
の
状
況
に

、
認
定
移
行
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
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○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
介
輔
）

（
介
輔
）

ほ

ほ

第
百
条

（
略
）

第
百
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

介
輔
が
行
う
業
務
に
関
し
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

５

介
輔
が
行
う
業
務
に
関
し
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

ほ

ほ

五
号
）
第
六
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第

五
号
）
第
六
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第

三
項
第
一
号
中
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
」
と
あ
る
の
は
、
「
介
輔
」
と

一
項
第
一
号
中
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
」
と
あ
る
の
は
、
「
介
輔
」
と

ほ

ほ

し
、
同
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

し
、
同
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

介
輔
が
病
院
及
び
診
療
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
又
は
特
定
多

６

介
輔
が
病
院
及
び
診
療
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
又
は
特
定
多

ほ

ほ

数
人
の
た
め
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
場
所
を
診
療

数
人
の
た
め
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
場
所
を
診
療

所
と
み
な
し
て
、
医
療
法
の
診
療
所
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
第
一
項

所
と
み
な
し
て
、
医
療
法
の
診
療
所
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
第
一
項

、
第
六
条
の
三
及
び
第
六
条
の
四
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

、
第
六
条
の
三
及
び
第
六
条
の
四
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
条
第
一
項
中
「
医
師
法
（
昭
和
二
十

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
条
第
一
項
中
「
医
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

を
受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

を
受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登

臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
い
う
。

録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
い
う
。

）
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条

）
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
（
同
法
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は

一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
臨

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
臨

床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
同
条
第
二
項
中

床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
同
条
第
二
項
中

「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
及
び
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
あ
り

「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
及
び
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
」
と
あ
り
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、
同
法
第
八
条
中
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
、
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科

、
同
法
第
八
条
中
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
、
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科

医
師
」
と
あ
り
、
同
法
第
十
条
中
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
あ
り

医
師
」
と
あ
り
、
同
法
第
十
条
中
「
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
」
と
あ
り

、
同
法
第
六
条
の
五
第
三
項
第
七
号
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
五
条

、
同
法
第
六
条
の
五
第
一
項
第
六
号
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
五
条

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
医
師
、
歯
科
医
師
」
と
あ
り
、

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
医
師
、
歯
科
医
師
」
と
あ
り
、

並
び
に
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
医
師
又

同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
医
師
又
は
歯
科

は
歯
科
医
師
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
介
輔
」
と
す
る
。

医
師
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
介
輔
」
と
す
る
。

ほ

ほ

７

医
療
法
第
五
条
、
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
七
条

７

医
療
法
第
五
条
、
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
七
条

並
び
に
第
八
十
九
条
並
び
に
前
項
後
段
の
規
定
は
、
介
輔
が
公
衆
又
は

並
び
に
第
八
十
九
条
並
び
に
前
項
後
段
の
規
定
は
、
介
輔
が
公
衆
又
は

ほ

ほ

特
定
多
数
人
の
た
め
往
診
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
準

特
定
多
数
人
の
た
め
往
診
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十

第
六
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法

第
八
十

第
六
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法

七
条
第

の
五
第

律
第
百
条
第
七
項
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項

七
条
第

の
五
第

律
第
百
条
第
七
項
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項

一
号

一
項

の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ

一
号

三
項

の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
第
六
条
の
五
第
一
項

る
第
六
条
の
五
第
三
項

第
八
十

（
略
）

（
略
）

第
八
十

（
略
）

（
略
）

九
条
第

第
九
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法

九
条
第

第
九
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法

一
号

律
第
百
条
第
七
項
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項

一
号

か
ら
第

律
第
百
条
第
七
項
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項

の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ

十
二
条

の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
第
九
条

ま
で

る
第
九
条

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

10

10



- 26 -

○

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
医
療
法
等
の
特
例
）

（
医
療
法
等
の
特
例
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

病
院
等
開
設
会
社
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
関
し
て
は
、
医

５

病
院
等
開
設
会
社
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
関
し
て
は
、
医

療
法
第
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で

療
法
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項

の
開
設
の
許
可
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

の
開
設
の
許
可
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
条
第
二
項
の
変
更
の
許
可
の
範
囲
に
係
る
高
度
医
療
（
次
項
に
お
い

同
条
第
二
項
の
変
更
の
許
可
の
範
囲
に
係
る
高
度
医
療
（
次
項
に
お
い

て
「
許
可
に
係
る
高
度
医
療
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
て
い
る
旨
の
広

て
「
許
可
に
係
る
高
度
医
療
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
て
い
る
旨
を
広

告
（
同
法
第
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
広
告
を
い
う
。
）
を
す
る

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）
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